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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
駆動ラインの入力シャフトが少なくとも風力マシン、水力マシン、或は、他の流動動力マ
シン用のタービンにより直接的に駆動され、前記駆動ラインの出力シャフトが少なくとも
発電機を直接的に駆動し、それによって前記出力シャフトが前記入力シャフトの速度より
も高い速度で回転していることから成る駆動ラインを制御する方法であって、
　前記発電機が本質的には一定のグリッド周波数を特徴とする電気的グリッドと接続され
、
　前記駆動ラインが動力配分伝動装置及び流体力学的サーボ変換器を備え、
　前記動力配分伝動装置が２つの動力分岐を含み、
　前記流体力学的サーボ変換器が、ポンプ・ホイール、タービン・ホイール、並びに、調
整可能な反作用部材を含み、
　前記駆動ラインの前記入力シャフトを介して、動力が少なくとも直接的に前記動力配分
伝動装置に供給され、
　前記動力配分伝動装置の第１動力分岐が少なくとも前記駆動ラインの前記出力シャフト
に動力を直接的に転送し、
　前記流体力学的サーボ変換器の前記ポンプ・ホイールが少なくとも前記駆動ラインの前
記出力シャフトと直接的に接続され、
　前記流体力学的サーボ変換器の前記タービン・ホイールが少なくとも前記動力配分伝動
装置の前記第２動力分岐と直接的に接続されて、流動バック動力を前記動力配分伝動装置
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にもたらし、
　ここで、前記流体力学的サーボ変換器の前記反作用部材は、選択された閾値未満のター
ビン速度に対しては一定位置に設定され、かつ、前記反作用部材は、前記タービンによっ
て受け取られた運動量の関数としての閾値を越える前記タービンの中間速度を維持するよ
うに制御される
方法。
【請求項２】
駆動ラインの前記入力シャフトの速度に対する閾値が、前記風力ロータが特定のノイズ・
レベルを超えないように為すべく選択されることを特徴とする、請求項１に記載の駆動ラ
インを制御する方法。
【請求項３】
前記駆動ラインの前記入力シャフトの速度が前記閾値を上回って本質的には一定であるこ
とを特徴とする、請求項１或は２に記載の駆動ラインを制御する方法。
【請求項４】
前記駆動ラインの前記出力シャフトが本質的に一定速度で回転することを特徴とする、請
求項１或は２に記載の駆動ラインを制御する方法。
【請求項５】
前記風力タービンと該風力タービンによって駆動される前記駆動ラインが、同一の速度／
動力および速度／運動量特性を有することを特徴とする、請求項１乃至４の内の何れか一
項に記載の駆動ラインを制御する方法。
【請求項６】
前記閾値が可変であることを特徴とする、請求項１乃至５の内の何れか一項に記載の駆動
ラインを制御する方法。
【請求項７】
前記閾値が閾値範囲として選択されることを特徴とする、請求項１乃至６の内の何れか一
項に記載の駆動ラインを制御する方法。
【請求項８】
前記流体力学的サーボ変換器の反作用部材の設定を特定的に選択することにより合わせら
れている前記駆動ラインのあらゆる作業点において、前記駆動ラインが、放物線状の動力
取り入れ特性を有することを特徴とする、請求項１乃至７の内の何れか一項に記載の駆動
ラインを制御する方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風力マシン或は水力マシン等の流体流動動力エンジンから動力を受け取り、
それを発電機に転送する駆動ラインであり、速度誘導、動力衝撃低減を短期エネルギー貯
蔵の柔軟性と共に特徴とする駆動ラインに関する。
【０００２】
　発電機の駆動に対して風力及び水力等の自然資源を利用する流体流動動力エンジンは出
力転送と云う点で駆動ラインを特に要求している。典型的には、ひどく揺動する出力収量
が駆動ラインの入力シャフトでの一時的な流動プロセスで利用可能である。付加的には、
流体流動媒体の運動エネルギーの風力モータ或は水力タービン等の動力取り入れの運動エ
ネルギーへのエネルギー変換中、特性及び力学に関わる特定の問題を考慮しなければなら
ない。したがって、流体流動動力エンジンの駆動ラインの入力シャフトには、システム固
有の出力変換特性が存在する。この特性は、例えば空気や水といった媒体の特定の速度に
対し、最適な回転速度／回転運動量比を動力取り込み部の高速運転の総計に応じて割り当
てるが、この高速運転の総計は、更に、動力入力装置の大きさや設計に依存している。
【０００３】
　もし駆動ラインが電力供給グリッドに電気的エネルギーを供給する発電機を駆動する場
合、ネットワーク周波数が一定レベルを支配的に実証することを考慮しなければならない
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。ネットワーク周波数における揺動は非常に小さな程度のみ存在するが、それはこの大き
さがネットワーク自体から直接的に引き出されるからである。
【０００４】
　駆動ラインの先行して記載された要件は風力プラントの場合に特に成立する。ここで、
可変動力入力が風力エンジンによって取り入れられ、加えて、気流から最適な機械的エネ
ルギーを抽出できるように為すために、風力ロータが風速に依存する特定の回転速度で特
徴付けされる必要がある。それ故に以下において、風力プラントの例を用いて、動力衝撃
低減及び短期エネルギー貯蔵を伴う速度誘導された駆動ラインに関わる問題が説明される
。
【０００５】
　もし、最初に、風力プラントの駆動ラインに対して為される要件は発電機側から考慮さ
れれば、グリッドに対する発電機の接続に対する初期解決策は駆動ライン全体そしてそれ
によっての固定速度としての風力ローラを設計することであり得る。そうした固定速度風
力プラントは、非同期発電機が使用されている場合、単純な形成及び方式で条件付スリッ
プの原理に基づく電気的エンジンとしての電気的動力供給グリッドの電圧に接続され得る
。これによって、速度不変性は風力ロータに対する伝動装置によって駆動ラインに伝達さ
れて、風力ロータが変動する風速で且つ最適動力出力で移動しないように為す。固定速度
風力プラントの特別な短所は、頻繁にある典型的な風条件の場合にそれらプラントが特に
部分的に負荷された場合に、制限された効率のみで作動可能であることである。
【０００６】
　もし一般風力プラントや特に部分的負荷範囲において可変速度で動作させられると、可
変或は一定の出力速度の何れかでの駆動ラインを設計する可能性が生ずる。それによって
、双方の場合、動力出力も一時的な変動運動量の理由で一時的に変化可能である。
【０００７】
　その第１の場合は、必要とされる周波数で発電機を起動するような、或は、既存のグリ
ッド周波数の差を補償して可変速度発電機を可能とするような周波数変換器の風力プラン
トでの使用に至る。しかしながらこの構成はここで図示されるタスクから我々を遠ざけ、
規制及び制御回路の複雑性、周波数変換器において風力ロータの放物線状特性をマッピン
グする困難性、周波数変換器による規定された発電機特性曲線の頑強性等々の困難性であ
り、環境的負荷、例えば低い調和負荷及び無効電力の発生等の極端に精密な手段によって
のみ動作可能なグリッド供給品質の動作信頼性に関する低レベルの困難性が特に付随され
る。
【０００８】
　第２の場合、即ち風力プラントの可変ロータ速度を周波数変換器無しで一定の発電機速
度と接続する場合は、可変入力速度及び一定出力速度を伴う可変動力転送に対する駆動ラ
インのここに説明される中心問題を表す。この問題への既知の解決策は、特に風力プラン
トに対する解決策は、機械的動力を複数の分岐に分割すべく使用されるオーバーレイ伝動
装置を展開することである。可変速度風力プラントの場合、これに基づく２つのケースが
知られており、それらは発電機周波数を一定レベルに保持するために使用される。
【０００９】
　第１システムにおいて、入力動力は大きな発電機と小さなサーボ・モータの間のオーバ
ーレイ伝動装置を介して配分され、それによって入力動力の約３０％がサーボ・モータに
中継されることが一般的である。発電機は固定速度でグリッドと接続されるか、或は、当
該発電機に機械的に結合された補助発電機を介して供給される。発電機速度を安定化する
ために、サーボ・モータはモータとして動作させられるか或は変動する周波数での発電機
として動作させられる。この種のシステムにおいて、同一問題が周波数規制発電機に存在
する。
【００１０】
　第２システムは、流体力学的に動作し、このシステムでは電気的サーボ・モータが使用
される代わりに流体力学的ポンプやモータが使用される。ここでもまた、難しい規制特性
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、特に反応及び関連絶対期間と顕著な非線形特徴の問題が生ずる。更に流体力学的システ
ム構成要素はそれらの精巧な設計の理由より不利益がある。
【００１１】
　電気的発電機との接続に対して流体流動エンジン用の駆動ラインに対する先に記載され
た要件に加えて、破壊的であると感知され得るノイズの発生を規定レベルまで低減するた
めに、特に動力プラントとの関連においてロータ・ブレードの先端が特定の速度を超えて
いると想定されないと云う特異性が生ずる。それ故に風力ロータの径に依存して、それら
の回転速度を特定の最大量まで、或は、風負荷に依存する特定の速度閾値以上に制限する
必要があって、特定の最大レベルを超えない出来る限り接近した速度シーケンスであるが
、例えば岸辺近くか或は岸辺から離れているか等の各箇所に依存して変動し得る特定の最
大レベルを超えない出来る限り接近した速度シーケンスを指定する。この要求を達成する
ために、発電機に対する周波数変換器が使用され得て、その周波数による必要とされる速
度を発電機に付与し、それによって風力ロータの速度を制限する。しかしながらこれは先
に説明された解決策の使用をその短所の全てと一緒に必要とする。
【００１２】
　周波数変換器を用いると、駆動ラインによって中継されたトルクの変動を介して風力モ
ータの実質的に一定に維持された速度も可変動力を発電機に中継できる可能性が生じ、そ
の動力は気流の有効な運動エネルギーに依存する。しかしながら、利用された変換器テク
ノロジーの理由によって、これまで指定された公称曲線に沿っての固定速度誘導のみが達
成され、それ故に特に風流動における短期揺動に反応することができないと云う短所があ
る。その結果、突風から生ずる負荷衝撃は短期速度変更によって補償され得ず、そしてそ
の結果、発電機や機械的構造に対して直接的な影響を有する。これは特に、負荷蓄積とそ
れに接続された風力プラントの動作期間に関して短所であると見なされる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明に基づくタスクは流体流動エンジン用の駆動ラインを指定することであり、特に
、速度誘導を許容する風力及び水力のエンジン用の駆動ラインを指定することである。こ
れによって一方では、発電機の駆動に対する駆動速度はグリッドからの影響によって一定
にされるように想定され、そして他方では、入力シャフトに対する速度が入力された運動
量に依存する特定の公称シーケンスに制限されるか、或は、決定された一定レベルに制限
される。特に全負荷の動作条件下では、駆動ラインの入力側速度が制限されている最中、
その駆動ラインは反作用に関して充分な柔軟性によって、駆動ラインの入力に対する短期
動力揺動の支配を和らげてそれらを利用することができるようになる、エネルギーの短期
貯蔵を実行すべく過負荷中の能力を特徴するように想定されている。
【００１４】
　この問題に解決策を提供するために、本発明者は、各種要件に従った駆動ラインが、動
力配分伝動装置と流体力学的サーボ・トルク変換器との組み合わせから成るように構成さ
れるべきであることを最初から認識した。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　動力配分伝動装置の入力シャフトは、そのように行う点に関して、例えば風力ロータを
伴う風力プラント用、或は、適切なタービンを伴う水力プラント用の流体流動エンジンの
動力入力と少なくとも直接的に接続される。動力入力と動力配分伝動装置への入り口との
間の可能性ある中間要素として、例えば伝動装置が利用され得るが、固定結合も可能であ
る。
【００１６】
　可変伝動比を伴う遊星歯車伝動装置として構成され得る動力配分伝動装置において、２
つの分岐が構築されている。第１動力分岐において、駆動ラインの出力シャフトは風力ロ
ータによって提供される機械的動力で駆動され、それによってこの出力シャフトは発電機
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と少なくとも直接的に接続される。これによって必要とされることは、発電機駆動のため
の出力シャフトが一定速度以上で回転することである。これを達成するために、ポンプ・
ホイールを伴う流体力学的変換器は駆動ラインの出力シャフトから少なくとも直接的に駆
動され、それによって出力シャフト及びポンプ・ホイールの間に直接結合が存在する。こ
れの前提条件は、出力シャフトが、入力シャフトの速度との比較によって相当程度より高
い速度での動力配分伝動装置における転送によって供給されることである。発電機に対す
る典型的な速度は例えば１５００Ｕ／分である。出力シャフト上のこうした高い回転速度
によって、同様にして、流体力学的サーボ変換器の実効的動作も可能となる。
【００１７】
　風力プラントが始動すると、先ず駆動ラインの入力シャフト及び出力シャフトは該出力
シャフトと接続された発電機がその公称速度レベルに到達するまで加速し、発電機が結合
された電気的グリッドとの同期が実施され得る。そうして到達した公称動作条件において
、グリッド周波数は発電機そしてそれ故の駆動ラインの出力シャフトに指定された公称速
度を付与する。
【００１８】
　流体力学的サーボ変換器の反作用部材の位置、典型的な環境下ではグリッド・ブレード
を伴うステータの位置とは独立して、ポンプと該ポンプと接続された動力転送の特殊な動
力入力が流体力学的サーボ変換器のタービン・ホイール上に生ずる。これは、気流から風
力ロータの運動エネルギーへのエネルギー変換から生ずるシステムに固有の特性とサーボ
変換器のシステム特性との理由から、動力配分伝動装置と流体力学的変換器の反作用部材
とにおける変換比が、一般にオーバーレイ伝動装置と関連するサーボ変換器のシステムに
固有であると共に特に風力タービンの部分的負荷範囲に固有の規制効果の理由から、駆動
ラインの出力シャフト上に付与された一定発電機速度を伴う入力シャフトに対する風力ロ
ータ用の最適入力速度が達成され得る。これは、流体流動エンジンとしての風力ロータ及
びサーボ変換器の特徴、速度／動力及び速度／運動量の同一特性と、それらのシステムの
振る舞いの調和の理由で、そしてそうした同等振る舞いパターンが必要されると云う事実
を含む。
【００１９】
　更なる段階で、駆動ラインの入力シャフトに対する回転速度限界に到達するために、変
換器の調整は反作用部材によって請け負われて、流体力学的サーボ変換器に対する変更速
度トルクがそれ自体を調整し、それによって動力配分伝動装置における新変換比も生じ、
それが本発明に係る駆動ラインの入力シャフトの自己調整に至り、それによって風力ロー
タに対して特定速度トルク比内となる。この発明に係る方法に従えば、放物線状特性の故
意のシフトと、それによって駆動ライン内の流体力学的サーボ変換器の「調整解除」とに
よって、実際には気流の最適動力を利用することができないが、特定の選択された回転速
度を受け入れる風力ロータに対する誇張された対抗運動量が構築される。
【００２０】
　この方法で、風力ロータの回転速度が、ノイズの発生に対して臨界的である閾値速度領
域下方のレベルに保持されることが上首尾の内に達成され得る。代替的には、風力ロータ
における特定の速度が超越される場合、特定の調和された速度限界曲線が設定され、それ
は風力ロータに付与された気流からの運動量に排他的に依存する。風力ロータに対するそ
うした付与された速度シーケンスは、例えば、明らかに急峻で多かれ少なかれ一定として
選択され得るか、或は、同様に、風力の増大に伴って、速度に関する特定の増大を許容す
ることも可能であり、それは本発明に係る駆動ラインのシステムにおける固有の柔軟性を
付加的に支援する。
【００２１】
　出力シャフトからの受け取りと動力配分伝動装置に対する動力還流を伴う動力配分伝動
装置及び流体力学的サーボ変換器を有する駆動ラインは、機械的伝動装置構成要素の配置
によって放物線状流動進行に非常に似た特徴を有する風力ロータの最適な受け取り特性が
駆動ラインによってマッピングされるように設計されている。駆動ラインにおけるそうし
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た調整可能性に対して、流体力学的サーボ変換器の反作用部材、可変動力入力、最適速度
に沿っての風力ロータの動力入力への誘導、一定発電機速度等の原則として非変動調整が
達成され得る。この効果はレイアウトに単純に依存する駆動ラインの出力速度の自己規制
に至り、以下に説明され得るものであり、即ち動力の動力配分伝動装置への流動バックを
許容する流体力学的変換器は同様に放物線状特性を特徴とする。流体力学的サーボ変換器
は反作用部材のシフトによって「調整解除」され、駆動ラインの転送振る舞いは新速度－
トルク特性曲線に移転され、それは気流に依存して、通過させられると共に放物線状特性
を特徴とする。
【００２２】
　風力ロータの特定速度、例えば所定の速度閾値以上の一定速度の設定のため、流体力学
的サーボ変換器の反作用要素を介して特定調整を選択する必要性があり、結果として特定
の新作業点となる。この発生に基づき、各選択作業点が近似的な放物線状特性曲線上に横
たわり、突風の結果として生ずる動力入力における短期揺動に対して、駆動ラインの先行
して記載された自己規制特性は各場合において選択された作業点をつかむ。一方において
これは発電機や駆動ラインの全体機構に対する突風からの衝撃のクッションに至る。他方
、突風の影響下、駆動ラインの入力速度に対して、特定程度まで加速され、それによって
、風力ロータ及び駆動ラインの加速に対して、駆動ラインにおける運動量増大の低減に至
り、発電機におけるエネルギー生産の短期揺動領域を低減し、それによって突風が治まっ
た後の入力速度に関して駆動ラインが、その自己規制特性の理由から、再び選択作業点に
戻り、現行の付加的運動エネルギーを風力ロータから発電機への駆動ラインまで引き渡す
。
【００２３】
　以下、本発明に従った方法は図面を参照することによってより明確に記載されている。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　風力プラントのロータ動力ｐＲは風速ｖＷとの以下の関係において近似的には数式１の
通りである。
【数１】

【００２５】
　ここでｋは、要約すれば、空気密度と共にブレード形状等の様々な定数を言及している
。更にｃｐは、風速ｖｗ、ロータ速度ωＲ、並びに、ロータ・ブレードの角度位置、所謂
、ピッチ角βに依存する図示されたような動力係数を言及している。この動力係数は、風
速ｖｗの増大に伴ってより大きなロータ速度ωＲにシフトするグローバル最大値によって
識別される。
【００２６】
　この関係は、図２における様々な風速を考慮した場合の風力ロータの実効的な動力の図
示で示される。そこには、風速１８ｍ／ｓ、１６ｍ／ｓ、１４ｍ／ｓ、１２ｍ／ｓ、８ｍ
／ｓに対する一定ロータ・ブレード位置での７０ｍ径を有する風力ロータによって気流か
ら取り入れられた動力を例示的に示す複数の曲線（連続的に描写された曲線）から成る配
列がある。特性は、風速の増大と伴ってより高レベルでの最適ロータ速度のシフトである
。各場合において、動力最大は放物線又はパラボラとしても示される曲線上に横たわって
いる。最適動力入力のこの曲線に沿っての速度誘導は、本発明に係る駆動ラインの入力シ
ャフトに対する動力最適速度誘導として以下に指定される。このようにして、可変速度プ
ラントは、最適動力係数で各場合において有効である風速に依存して作動され得る。部分
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的な負荷での可変速度動作に加えて、特定の公称動力用に典型的には据えられた風力プラ
ントは、各場合において全負荷で達成され且つそこに保持される公称速度と接続される。
【００２７】
　図２において描写された曲線の点線配列を見ることによって風力ロータのトルクを見る
ことができる。描写されたようなトルク・流動進行は各場合において風速に依存する動力
に割り当てられ、即ち、各トルクに属する最適な動力速度は問題とされる風速で最大トル
クを表さず、異なる値を想定している。これに関しては図２における肉太印刷された速度
入力曲線を参照すること。風力ロータによるトルク入力で、発電機は本発明に係る駆動ラ
インを介して始動される。同期発電機に対するトルク／速度比が図示されている図２から
明白なことは、様々な異なる転送トルクのための駆動ラインの駆動シャフト上における５
０Ｈｚの付与グリッド周波数に対して、この例では１５００Ｕ／分出力側の一定速度が規
定され且つ保持され得る。もし、同期発電機の代わりに、非同期発電機が使用されれば、
事情は周囲の状況に割り当てられるように実証し、その理由は、線形領域での動作中、出
力は急峻なトルク／速度比からであり得て、駆動ラインの駆動シャフト速度は殆どの部分
に対して一定レベルで特徴付けられることなる。
【００２８】
　図１は本発明に従った駆動ライン１の可能な設計レイアウトを示し、ロータ３に伴う入
力シャフトは風力マシンのロータ３と少なくとも直接的に接続されている。提示されてい
るこの場合、一定伝動比を有する伝動装置４は風力マシンのロータ３と入力シャフト２の
間に据えられている。図示されたこの実証的な例において、遊星歯車伝動装置６が駆動ラ
イン１の動力配分伝動装置５として使用され、それによって入力シャフト２が遊星歯車伝
動装置６と接続されている。動力配分伝動装置において、２つの動力分岐が存在し、第１
動力分岐７が動力を太陽ホイール９を介して駆動ラインの出力シャフト１０へ導いている
。この出力シャフト１０は、少なくとも発電機１１を直接的に励起し且つ実効的に流体力
学的なサーボ変換器１２と接続している。これに加えて、出力シャフト１０は少なくとも
流体力学的サーボ変換器１２のポンプ・ホイール１３と直接的に接続されている。反作用
部材１５として、位置決めブレードを伴うステータが流体力学的変換器１２内に使用され
、そのブレードで、動力流動はタービン・ホイール１４上に設定され得る。タービン・ホ
イール１４を介して、動力流動バックが生じ、それが再び第２の固定遊星歯車組１６を介
して転送されるが、その固定遊星歯車組はその一部で動力配分伝動装置５にその効力を発
揮し、それによって速度比に影響している。これは、動力バック流動に供する動力配分伝
動装置の第２動力分岐１８を説明している。
【００２９】
　本発明に係る駆動ラインは、動力配分伝動装置における機械的転送の選択によると共に
変換器の大きさによって、最適動力取り入れの放物線状特性曲線が風力ロータ３によって
模倣されるように、設計に関して形成される。これに対する出発点は、あらゆる風速に対
して、気流からの最大動力取り入れに対する理想的なロータ速度が挿入され得る。この点
は図２に対する先行する記述が参照される。同時に更なる条件として、発電機に対する駆
動ラインの一定出力速度も指示される。提示されているこの場合、これは１５００Ｕ／分
に横たわる。例えば出力ホイール及び太陽ホイール等の動力配分伝動装置の伝動装置構成
要素の必須の循環速度は、部分的な負荷範囲における各風速に対するこれら明細を考慮し
て設定され得る。この件に対して駆動ラインが、原則として流体力学的サーボ変換器１２
の反作用部材１５の位置の一定保持に対する放物線状動力取り入れ特性を模倣しなければ
ならないことを考慮すべきである。
【００３０】
　図３は、駆動ライン内に設定された複数の速度と動力を転送している個々別々の分岐内
におけるそれら速度が図示されている。各場合において、曲線Ａは出力シャフト１０の速
度を示し、曲線Ｂは流体力学的変換器１２のタービン・ホイール１４の速度を示し、曲線
Ｃは入力シャフト２の速度を示し、そして、曲線Ｄは動力配分器５の外側ホイール１７の
速度を示している。動力流動に対して、曲線Ｅは風速ロータから取り入れられた動力を図
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示し、曲線Ｆは太陽ホイール９の動力である。曲線Ｇは駆動ラインによって転送された動
力であり、そして、曲線Ｈは流体力学的変換器１２から動力配分伝動装置５への第２動力
分岐１８を介して戻ってくる動力をあらわしている。
【００３１】
　図４はこの実施例に対する動力流動と、提示されているこの場合ではステータの流体力
学的サーボ変換器の反作用部材の設定とを再度示している。動力流動曲線Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈ
は図３からのものを表している。理解して頂けるように、駆動ラインの特性によって模倣
され得る放物線に沿っての最適動力取り入れで、誘導翼位置の一貫した平行レベルで、図
示される部分的負荷範囲全体にわたって作業することが可能である。この設定は、これ以
降、流体力学的変換器の調整済み設定として指定される。それ故に反作用部材の規制は、
同時可変の最適風力ロータ速度で発電機の供給に対する、駆動ラインの出力速度の一定レ
ベルに達成する必要性が全くない。ここで指摘しなければならないことは、動力取り入れ
を特徴付ける放物線の急峻性は、動力配分伝動装置の構成要素の転送規模と共に変換器の
大きさによって設定され得る。本発明に係る駆動ラインのこの特性は、これ以降、自己規
制と呼称される。
【００３２】
　図５は、特定速度領域以上である特定の公称速度を風力ロータに付与するために、そし
て特にこの速度閾値以上の一定速度で保持するために、最適動力入力放物性が流動力学的
サーボ変換器の調整解除によって放置されている場合を図示している。この図示された曲
線アレイは様々なステータ位置（Ｈ＝０．２５～１．０）を表している。提示されている
この場合、流体力学的サーボ変換器はＨ＝０．２５のステータ位置で調整されている。
【００３３】
　閾値速度より低く、提示されているこの実施例において１５．５ｒｐｍに横たわる速度
は理想的な動力取り入れ放物線に従っている。これは風流動からの最適動力取り入れでの
風力タービンに対する速度誘導の先行して図示された状況を表し、それによって同時に駆
動ラインの出力シャフト上の発電機の要求された一定速度に固守される。
【００３４】
　１５．５ｒｐｍの提示されているこの場合での閾値速度以上において、流体力学的サー
ボ変換器の反作用部材のシフトによって駆動ラインは、風力ロータの全システム及び駆動
ラインが新動力取り入れ放物線上の新作業点にラインアップされるように設定される。こ
れによって駆動ラインの出力速度とそれによる発電機の速度は一定のまま維持され続ける
。
【００３５】
　図５から理解して頂けるように、流体力学的サーボ変換器の調整解除によって様々な異
なる作業点が選択され得る。これは風力タービンの速度に対する設定を為す可能性を明ら
かにし、最も単純な場合、速度はこのように制限され、しかしながら同様に、風力タービ
ンを介して取り入れられたトルクに依存する曲線に沿って風力タービンの所望速度に対す
る作業点を設定することも可能である。このように、特に駆動ラインの柔軟性を風力プラ
ントの全負荷動作の限界に適合することができる。
【００３６】
　変換器の調整解除によって設定された各作業点まわりに、変動風速で通過させられる放
物線状動力取り入れ特性が生ずる。この状況は図５に図示されている。これによって、特
定の作業点の設定がゆっくりと引き受けられ得て、即ち数分の範囲内で引き受けられ得て
、中間風速に依存することが考慮されるべきである。各場合において駆動ラインのシステ
ム特性によって補償されることになるこの作業点のまわりの可能性ある変動は、特に風輪
郭において生ずるような突風からの変動等の短期効果である。変動のこの幅は作業点にお
ける所望速度の±３０％以下、より好ましくは±１０％以下、特に±５％以下を超えるべ
きではない。
【００３７】
　先の本発明に係る方法によって、機械的な流体力学的駆動ラインの調整解除によっての
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風力タービンの速度閾値は動力配分伝動装置及び流体力学的サーボ変換器による動力取り
入れの特性に適合され、部分的負荷、他の動作点、高い柔軟性によるノイズ展開の限界に
対する速度の制限、並びに、駆動ラインの自己規制特性の間でのクロスオーバー中、風力
タービンの密閉を組み合わせることは上首尾のうちに可能である。特に後者は、図６に示
されるように、変換器によって制御される発電機が駆動ラインの動力除去に対して生成す
る運動量による密閉を伴うシステムとは対照的に突風が生ずる際の長所である。
【００３８】
　図６において、相対的な風速の移送を通じての一時的な流動進行における突風の発生が
個々別々に示されている。反作用として、本発明の方法に従って制御される駆動ラインを
伴うシステムと完全に固定されたレイアウトを伴うシステムとの間での比較が為される。
固定レイアウト・システムは突風から生ずる付加的な運動量の衝撃と風力タービンに対す
る衝撃とを和らげなければならず（曲線１に従ったトルク流動進行を参照のこと）、他方
、本発明に係るシステムは単に作業点を動力取り入れ放物線に沿って放置し、突風の結果
、速度に特定の上昇が生じ（曲線ＩＶ）、それによって風力ロータ及び伝動装置の慣性モ
ーメントによる付加的な動力取り入れも生じて、駆動ラインにおける運動量の実質的な低
減を実証し（曲線ＩＩ）、それは駆動ラインのレイアウトに対する過負荷の場合を実質的
に低減している。本発明に係る駆動ラインはそれによって動力衝撃低減によって識別され
る。突風後、風力ロータの速度は作業点の設定の自己規制効果を考慮して再度平均化され
、風力ロータにおける付加的な既存の運動エネルギーや駆動ラインは発電機へ渡される。
これとは対照的に、固定システムは突風が生じた際に付加的な動力を何等取り入れない。
明かなことは、本発明に係るシステムは実質的により柔軟に反応し、これは特に過負荷の
場合のレベルにおける低減のために風力プラントの動作寿命スパンに対する長所である。
この効果は機械的な流体力学的駆動ラインの短期エネルギー貯蔵に帰するべきものである
。
【００３９】
　図７ａに示されるような典型的な風輪郭を出発点として考慮すれば、適切に電気的制御
された従来システムＩＩを本発明に係る駆動ラインＩと比較することができる。図７ｂは
ロータ速度の流動進行を示し、本発明に係る駆動ラインＩがより低い速度偏向を特徴とし
ていることが明かとなる。更には、図７ｃから理解して頂けるように、電気的制御システ
ムとは対照的に、発電機速度が一定レベルで実質的な程度まで保持され得ることである。
加えて図７ｄが示すことは、本発明に係る駆動ラインＩで、動力衝撃を動力自体に変換す
ることが可能であることであり、それによって明らかに相当により平滑なトルク流動進行
を達成できることである。
【００４０】
　図８は風力プラント用の駆動ラインに対する様々な異なる制御要件を要約している（放
物線状、ノイズ制限且つ動力衝撃低減を伴う短期エネルギー貯蔵）。特定の閾値速度以上
での風力ロータのノイズ展開の制限に対する風力ロータの最適な動力速度誘導は放棄され
、駆動ラインの入力シャフトの速度がより急峻な流動進行曲線に沿って誘導される。本発
明に係る駆動ラインの重要な長所は、そのロータ速度公称流動進行のあらゆる作業点にお
いて、自己規制の特性が起動され、そうして、短期エネルギー貯蔵及び動力衝撃低減が達
成される。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】図１は、本発明に従った、出力側におけるサーボ変換器を伴う動力配分風力プラ
ントの概略図である。
【図２】図２は、風力プラントにおける最良点での実効的な動力流動を概略的に示す。
【図３】図３は、風力タービン速度に依存する機械的な流体力学的駆動ラインの個々別々
の分岐の動力流動及び速度を示す。
【図４】図４は、風力タービン速度に依存する機械的な流体力学的駆動ラインの反作用部
材の動力流動及び設定を示す。
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【図５】図５は、特定の速度閾値範囲以上の風力タービンの特定の公称速度を伴う作業点
の設定を示す。
【図６】図６は、オーバーレイ伝動装置及びサーボ変換器による固定速度及び可変速度の
動作での誘導された風力タービン速度での風力プラントにおける突風の影響を示す。
【図７ａ】図７ａは、既存の解決策による周波数変換器及び一定変速比を伴う風力プラン
トと、出力側におけるサーボ変換器を伴う動力配分風力プラントの駆動ラインにおけるト
ルク影響の比較を示す。
【図７ｂ】図７ｂは、既存の解決策による周波数変換器及び一定変速比を伴う風力プラン
トと、出力側におけるサーボ変換器を伴う動力配分風力プラントの駆動ラインにおけるト
ルク影響の比較を示す。
【図７ｃ】図７ｃは、既存の解決策による周波数変換器及び一定変速比を伴う風力プラン
トと、出力側におけるサーボ変換器を伴う動力配分風力プラントの駆動ラインにおけるト
ルク影響の比較を示す。
【図７ｄ】図７ｄは、既存の解決策による周波数変換器及び一定変速比を伴う風力プラン
トと、出力側におけるサーボ変換器を伴う動力配分風力プラントの駆動ラインにおけるト
ルク影響の比較を示す。
【図８】図８は、風力プラントに対する駆動ラインに為された規定需要を示す。
【符号の説明】
【００４２】
　２　　入力シャフト
　３　　ロータ
　４　　伝動装置
　５　　動力配分伝動装置
　６　　遊星歯車伝動装置
　９　　太陽ホイール
　１０　出力シャフト
　１１　発電機
　１２　流体力学的サーボ変換器
　１３　ポンプ・ホイール
　１４　タービン・ホイール
　１５　反作用部材
　１６　固定遊星歯車組
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【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７ａ】 【図７ｂ】
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